
 墨田区立公園条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２１年９月３０日 

 

                    墨田区長  山  﨑    昇    

 

墨田区条例第３６号 



   墨田区立公園条例の一部を改正する条例 

墨田区立公園条例（昭和４０年墨田区条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第２４条」を「第２３条」に改める。 

 別表第５墨田区立緑町公園の項中「３面」を「１面」に改め、同表墨田区立東あず

ま公園の項の次に次のように加える。 

 

墨田区立大横川親水公園 庭球場 大横川親水公園テニス・コート ２ 面 

 

   付 則 

 この条例は、平成２２年１月１日から施行する。 


